
白山市建設工事指名競争入札参加者等選定要綱 

平成 17 年２月１日  

告示第 29号  

 （趣旨）  

第１条 この告示は、市が発注する建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第２条第１項の規定

による建設工事（以下「建設工事」という。）について、白山市財務規則（平成 17 年白山

市規則第 44 号。以下「規則」という。）第 130 条の規定により指名競争入札に参加する者

を指名する場合の基準及び随意契約に係る見積書を提出する者の選定に関し法令その他別

に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。  

 （指名競争入札参加資格者）  

第２条 建設工事の指名競争入札に参加することのできる者は、規則第 133 条の規定により

準用する第 114 条第２項の規定により作成した請負業者有資格者名簿に登載された者（以

下「有資格者」という。）とする。  

 （指名競争入札参加者の指名）  

第３条 指名競争入札に参加する者を指名するときは、次に定める場合を除き、別表第１及

び別表第２に定めるところにより、当該工事の工事種別ごとの発注予定金額に相当する前

条の請負業者有資格者名簿による等級に属する有資格者の中から選定するものとする。  

 (１) 当該工事の発注予定金額に相当する等級に属する有資格者が少数である場合及び地域

性又は安定的施工のため必要と認める場合は、直近の上位又は下位の等級に属する有資

格者を指名することができるものとする。  

 （２）前号の場合において、直近の上位又は下位の等級に属する有資格者がないときは、別

表第２に規定する指名業者数によらないことができる。  

 (３) 特別な技術を要する工事又は特別の理由のある工事は、等級に関係なく指名できるも

のとする。  

２ 前項第１号に定める直近の上位又は下位の等級に属する有資格者を指名する場合の基準

は、別表第３に定めるとおりとする。  

 （指名に当たっての留意事項）  

第４条 指名競争入札に参加する者を指名するに当たっては、次に掲げる事項について特に

留意しなければならない。  

(１)  請負業者が建設業法第 16 条に規定する下請契約を締結することが予想される建設工

事にあっては、特定建設業の許可の取得の有無  

(２) 不誠実な行為の有無  

(３) 経営状況  

(４) 工事の成績  

(５) 工事施工能力  

(６) 当該工事に対する地理的条件  

(７) 手持の工事の状況等  

(８) 当該工事の施工に当たっての技術的適性  

(９) 安全管理の状況  

 (10)  労働福祉の状況  



２ 前項各号に掲げる事項の運用基準は、別表第４に定めるとおりとする。  

 （指名の特例）  

第５条 第３条の規定にかかわらず、当該工事について、次の各号のいずれかに該当する事

情がある場合は、有資格者以外の者で建設業法第３条第１項の許可を受けて建設業を営む

もの（以下「建設業者」という。）の中から指名することができるものとする。  

(１) 特に緊急を要するとき。  

(２) 工事の施工に特別の技術を要するとき。  

(３)  工事の施工について、法令の規定により官公署の許可又は認可を必要とし、当該許

可又は認可を受けた者が少数であるとき。  

(４) 有資格者が少数又は皆無のとき。  

(５) 前各号に掲げるもののほか、特別に必要があると認められるとき。  

 （特別な指名競争入札）  

第６条 第３条の規定にかかわらず、技術資料を提出させる等の特別な指名競争入札に参加

する者を指名する場合の基準は、別に定める。  

 （工事請負等業者選考委員会）  

第７条 建設工事の適正な施工を図り、建設業者の指名その他必要な事項を審議するため、

工事請負等業者選考委員会を設ける。  

２ 工事請負等業者選考委員会の事務について必要な事項は、別に定めるものとする。  

 （測量業者等の取扱い）  

第８条 第２条、第３条第１項（各号を除く。）、第４条（第１項第１号を除く。）、第５条及

び前条の規定は、市が発注する測量、建設コンサルタント等業務の指名競争入札に参加す

る者の指名について準用する。この場合において、第２条中「建設工事」とあるのは「測

量、建設コンサルタント等業務」と、第３条中「次に定める場合を除き、別表第１及び別

表第２に定めるところにより、当該工事の工事種別ごとの発注予定金額に相当する前条の

請負業者有資格者名簿による等級に属する有資格者」とあるのは「有資格者」と、第４条

第１項中「工事」とあるのは「業務」と、第５条中「工事」とあるのは「業務」と、「建

設業法第３条第１項の許可を受けて建設業を営む者（以下「建設業者」という。）」とある

のは「それぞれの法令による登録を受けて当該業務を営む者（以下「測量業者等」とい

う。）」と、前条中「建設工事」とあるのは「測量、建設コンサルタント等業務」と、「建 

設業者」とあるのは「測量業者等」と読み替えるものとする。  

２ 測量業者等については、等級は付さないものとする。  

 （随意契約に係る見積書を提出する者の選定）  

第９条 第２条から第５条まで及び第７条の規定は、市が発注する建設工事の随意契約に係

る見積書を提出する者の選定について準用する。  

２ 前条の規定は、市が発注する測量、建設コンサルタント等業務の随意契約に係る見積書

を提出する者の選定について準用する。 

  

   附 則  

 （施行期日）  

１ この告示は、公表の日から施行する。  

 



 （経過措置）  

２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の松任市建設工事指名競争入札参加者等選

定要綱（平成９年５月 15 日）又は美川町建設工事指名競争入札参加者等選定要綱（平

成16年美川町告示第10号）の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの

告示の相当規定によりなされたものとみなす。  

附 則（平成１９年３月３０日告示第９２号） 

この告示は、平成１９年４月１日から施行する。  

附 則（平成２１年６月９日告示第１４５号）  

この告示は、公表の日から施行する。  

附 則（平成２３年６月１６日告示第１４７号） 

この告示は、平成２３年７月１日から施行する。  

附 則（平成２５年５月２９日告示第１４９号） 

この告示は、平成２５年６月１日から施行する。 

  附 則（平成２９年１１月１０日告示第２５２号）  

この告示は、公表の日から施行する。  

  附 則（令和７年４月１日告示第９８号）  

この告示は、公表の日から施行する。   



別表第１（第 3条関係）  

 

備考  

１ 等級及び審査点数とは、それぞれ第２条の請負業者有資格者名簿に定める等級及び総合

点数（経営事項審査点数に主観点数を加算したもの）をいう。  

２ 管工事（設備工事）とは、管工事（上水道工事を除く。）、電気通信工事、清掃施設工事、

消防施設工事及び機械器具設置工事をいう。  



別表第２（第３条関係）  

指名競争入札における指名業者数の基準  

工事（予定価格）金額  指名業者数  摘 要 

２００万円超    ５００万円未満  ６者以上  

ただし、土木一式 

工事については、 

左記基準に２者を 

追加する。 

５００万円以上  １，０００万円未満  ８者以上  

１，０００万円以上  ３，０００万円未満  １０者以上  

３，０００万円以上  １２者以上  

  

  

別表第３（第３条関係）  

１ 直近上位又は下位の等級に属する有資格者を指名する場合の基準  

等 級  指名できる有資格者の等級及び割合 摘 要 

Ａ  

等級がＡである者 50％以上  

  

等級がＢである者 50％未満  

  ただし、等級がＡである工事の発注予

定金額の下限額の 1.5 倍を超える発注予

定金額の工事については、等級がＢであ

る者を指名することができない。  

Ｂ  

等級がＡである者 50％未満  

  

等級がＢである者 50％以上  

   

Ｃ  

等級がＢである者 50％未満  

  

等級がＣである者 50％以上  

   

Ｄ  

等級がＣである者 50％未満  

  

等級がＤである者 50％以上  

   

備考 ただし、特に必要があるときは、この割合によらないことができる。 



別表第４（第４条関係）指名に当たっての留意事項の運用基準  

留 意 事 項  運 用 基 準  

１請負者が建設業法第

16 条に規定する下請

契約を締結すること

が予想される建設工

事にあっては、特定

建設業の許可の取得

の有無 
２不誠実な行為の有無  

 

 

 

 

 

 

 

 次の事項に該当する場合は、指名しないものとする。  

①白山市建設工事請負業者の指名停止に関する要綱に基づく指

名停止期間中であること。（別途制定予定）  

②市の発注に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、

当該状態が継続していることから請負者として不適当である

と認められること。  

ア 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請

負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であるこ

と。  

イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等

について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請

契約関係が不適切であることが明確であること。  

③警察当局から、市に対し、暴力団員が実質的に経営を支配す

る建設業者又はこれらに準ずるものとして、公共工事からの

排除要請があり、当該状態が継続している場合等明らかに請

負者として不適当であると認められること。  

３ 経営状況   手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等

の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合は、指名し

ないものとする。  

４ 工事の成績  (１)工事成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案するもの

とする。  

(２)優良工事の表彰等を受けていること等工事の成績が特に優

良である場合は、十分尊重するものとする。  

５ 工事施工能力   完成工事高、有資格技術職員数を勘案するものとする。  

６ 当該工事に対する

地理的条件  

 当該地域での工事実績等からみて、当該地域における工事の施

工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実

かつ円滑に施行できるかどうか総合的に勘案するものとする。  

７ 手持の工事の状況

等  

(１)手持ち工事の件数及び工事現場従業員の保有状況から判断

して当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘

案するものとする。  

(２)当該年度の指名及び受注状況を勘案し、指名が特定の有資

格者に偏しないよう配慮するものとする。  



８ 当該工事の施工に

当たっての技術的適

性  

 次の事項に該当する場合は、技術的特性を評価するものとす

る。  

① 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。  

② 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水

準と同程度と認められる工事の施工実績があること。  

③ 地形、地質等自然条件、周辺環境条件等当該工事の作業条

件と同等と認められる条件下での施工実績があること。  

④ 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施行するに足りる有

資格技術職員が確保できると認められること。  

⑤ 当該工事を施工するに足りる機械装備が確保できると認め

られること。  

９ 安全管理の状況  (１)安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があ

り、これに対する改善を行わない状態が継続している場合

であって、明らかに請負者として不適当であると認められ

るときは、指名しないものとする。  

(２)安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案する

ものとする。  

(３)過去２年間に死亡者の発生又は休業４日以上の負傷者の発

生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は、十

分尊重するものとする。  

10 労働福祉の状況  (１) 賃金不払に関する労働省からの通報があり、当該状態が継

続している場合であって、明らかに請負者として不適当で

あると認められるときは、指名しないものとする。  

(２) 建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団と退

職金共済契約を締結しているか、又は証紙の購入若しくは 

ちょう付が不十分かどうかを総合的に勘案するものとする。 

(３) 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み表彰を受け

ていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は十分

尊重するものとする。  

  


